
 

 

 

 

令和 5年度 

香川高等専門学校 

単位互換科目履修案内 
 

 

 





令和 5年度 香川高等専門学校の単位互換科目について、下記のとおり募集します。 

 

１ 単位互換の制度について 

香川大学と香川高等専門学校（以下「香川高専」といいます。）は、相互の交流と協力

を促進し、教育内容の充実を図ることを目的として授業科目の単位互換協定を締結してい

ます。 

この協定により、香川大学の学生の皆さんが、香川高専の授業科目を履修し、そこで修

得した単位を、香川大学が単位として認定するものです｡ 

この制度により受け入れられた学生は、香川高専では「特別聴講学生」となります。 

 

２ 授業料について 

この特別聴講学生については、検定料、入学料、授業料及び単位認定試験料の納付は必

要ありません。 

（ただし、実験・実習・実技等でかかる教材費等については、実費を徴収する場合があ

ります｡） 

 

３ 単位互換履修対象授業科目・受入人数・集合場所 

履修対象授業科目は、別紙「シラバス」記載のとおりです。 

受入人数は、若干名です。受講希望者多数（本校希望者含む）の場合は、受入できない

場合がありますので、ご了承ください。 

集合場所は受講決定後、連絡します。 

 

４ 手続方法等 

（１）受講者の資格 

香川大学の学生で香川大学が許可した方は、どなたでも受講の資格があります｡ 

 

（２）履修期間 

履修する授業科目の開講期間とします。 

 

（３）履修手続 

①「単位互換科目履修願」等の提出 

履修を希望する科目について「単位互換科目履修願」及び「写真票」を下記期間 

内に香川大学へ提出して下さい。 

提出期限 令和５年 ４月１４日（金）【授業開始日 ４月 ７日】 

②科目履修の許可 

本校において、単位互換科目履修願により選考を行い、その結果を香川大学に連 

絡します。出願者へは香川大学から科目履修の許可が通知されます。 

③特別聴講学生証 

特別聴講学生は、本校が発行する特別聴講学生証の交付を受け、本校の施設・設備

等を利用する際に携帯しなければなりません。 

④履修の辞退 

単位互換科目の履修許可を受けたものが、やむを得ない理由で履修を辞退する場合 

は香川大学を通じ辞退届を速やかに提出しなければなりません。 



 

（４）試験の実施方法 

受験上の取扱い及び追試験の実施等については、本校学則等によります。 

詳細は各科目担当教員の指示に従って下さい。 

 

（５）単位認定 

本校の評価基準による成績通知に基づき、香川大学の授業科目の履修単位として認定 

されます。 

成績証明書は、原則として香川大学が発行します。 

 

５ その他 

（１）本校の授業時間割について 

１コマ   ８：５０～１０：２０ 

２コマ １０：３０～１２：００ 

３コマ １２：５０～１４：２０ 

４コマ １４：３０～１６：００ 

 

 

 

この単位互換の実施についての詳細は、香川大学の担当窓口まで問い合わせて下さい。 



 

 

 


